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は じ め に

中国は，２００４年１１月に労働保障監察条例を制

定し，労働行政による監督権限を明確化させた。

労働監察は労働者の合法権益を守るために企業

など雇用単位の労働関係法令の遵守状況を監督

・検査する制度であり，国家を代表して労働監

察機構が違反事件を取り締まる任務を負う。こ

のように労働監察は一般に企業の法令違反を取

り締まることを主眼としながらも，その作用と

して労働者の権利救済の機能も果たしている。

中国の場合，労働紛争仲裁委員会で受理される

案件でも，労働報酬の支払い遅延や社会保険料

の未納など企業側の法令違反や義務不履行によ

る案件がいまだに多いことを鑑みれば，労働監

察制度の強化によって労働者の権利保護が促進

され，従来労働紛争として処理されていた事件

の一部が行政の力で解決されることが期待され

る。２００４年の条例制定によって労働監察制度は

形式上整備され条文は明らかになったものの，

具体的な制度および実態ならびに労働者の権利

救済における役割の解明が求められている。中
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制度を概説し，第２に労働監察案件の現況を労働紛争事件の推移とともに確認し，第３に労働監察に

おける申告権の扱いを分析し，第４に労働監察業務執行上の若干の問題について論じている。中国で

は労働者の申告による調査開始が基本的には義務であり，労働監察制度は労働者の権利救済の重要な

ルートとして一定の役割を果たしてきたことが確認された。ただし，労働紛争仲裁委員会への紛争提

起の緩和にはつながっていない。また，労働監察機構の全国的斉一性および実効性の確保が課題とな

っていることが明らかとなった。
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国の労働紛争解決システムの状況ついては小林

（２００３）が，また日本の労働委員会との対比で

陳（１９９４）が集団的労働関係における行政の役

割について論じているが，いずれも個別的労働

関係にかかわる労働監察制度については論じて

いない。そこで，本稿では，第１に労働監察制

度の発展の経緯および現行の労働監察制度を概

説し，第２に労働監察案件の現況を労働紛争事

件の推移とともに確認し，第３に労働監察にお

ける申告権の扱いを分析し，第４に労働監察業

務執行上の若干の問題について論じ，労働者の

権利保護における労働監察制度の役割について

考察する。

Ⅰ 労働監察制度の形成

１９７８年の改革・開放政策以降，労働監察業務

はしだいに労働の全分野を対象とする一般規定

の制定に向かっていくものの，初期においては

それまでの流れを受けて「鉱山安全管理条例」

（８２年）や「ボイラー圧力容器安全監察暫定条

例」（８２年）など個別の労働安全衛生関連の法

規の制定にとどまっていた［黎２００７，３８２―３８３］。

１９８３年に，国務院は全国に向けて，労働人事部

・国家経済委員会・中華全国総工会の「安全生

産および労働安全監察業務の強化に関する報

告」を転送するなかで，国務院は労働部門に安

全衛生監察機構を強化し，労働安全衛生監察制

度の健全な確立を要求したにもかかわらず，労

働監察に関する包括的な規定が設けられたのは

その１０年後になってからである。１９９３年に全２１

カ条からなる「労働監察規定」（注１）が制定され，

労働行政部門の労働監察についての職権が明記

され，企業，事業単位（注２），自営業（個人経済）

および労働者を適用範囲として，労働法規の執

行状況の監督・検査などの内容が規定された。

これによって中国においても正式に労働監察制

度が開始されることになった［歩２００４，６８］。

その後，１９９４年に公布された「労働法」（注３）

において，労働行政部門の監督・検査および労

働監察機構の監察手続に関する条項が盛り込ま

れ，労働監察は法律上の地位を得ることになっ

た。労働法第８５条は，県レベル以上の各級人民

政府の労働行政部門は，法に基づき雇用単

位（注４）の労働関係の法律・法規の遵守状況につ

いて監督・検査を実施し，労働関係の法律・法

規に違反する行為に対して，制止し，かつ是正

を命じる権限を有すると規定した。労働法の制

定によって労働監察機構の設置が促進され，省

レベルの労働行政部門には監察行政処および監

察総隊が，また市レベルの労働行政部門には監

察科および監察大隊が設置された。この結果，

中央の労働（社会保障）部を頂点に省・市・県

の４つの行政レベルにわたる労働監察機構の体

系が整備されることになった。その後，労働保

障監察業務を規範化し，労働者の合法権益を擁

護することを目的として，それまでは労働行政

部門の一規則だった労働監察規定を国務院の条

例に格上げする形で２００４年に「労働保障監察条

例」（注５）が制定され現在に至っている。２００６年

１０月に中国共産党第１６回中央委員会において採

択された「調和のとれた社会」（注６）実現の方針

においても，労働者，特に農村出身労働者の合

法権益を擁護するために労働保障監察体制およ

び労働紛争調停仲裁メカニズムの完備が要請さ

れ，両制度の重要性が再認識されているところ

である（注７）。

なお，１９９８年の国務院機構改革において，労
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働監察の範囲は労働分野から拡大し，社会保障

をその管轄範囲に収めることになった（注８）。し

かし，同時に労働法が規定していた労働安全衛

生の監督・検査については他の行政部門との調

整が実施され，労働保障監察条例において労働

安全衛生の監督・検査については，衛生行政部

門，安全生産監督管理部門，特殊設備安全監督

管理部門などが関連法令に基づいて行うことが

規定された。

Ⅱ 労働監察制度の概要

労働監察制度を規定する現行法は上述のとお

り，１９９４年の労働法および２００４年に制定された

労働保障監察条例である。また，労働社会保障

部は条例実施のために「『労働保障監察条例』

実施に関する若干の規定」（注９）を制定している。

ここではこれら現行法に基づき，以下，労働監

察の範囲，労働監察機構の体制と監察員の権限，

労働監察業務の流れおよび執りうる行政処分と

行政処罰の内容について概観する。

１．労働監察の範囲

労働保障監察条例は，労働監察の職責として，

◯１労働保障関係の法律・法規を宣伝し，雇用単

位の履行を督促すること，◯２雇用単位の労働保

障関係の法律・法規の遵守状況を検査すること，

◯３労働保障関係の法律・法規違反行為の告訴・

告発を受理すること，および◯４法に基づき労働

保障関係の法律・法規違反行為を是正し，取り

締まることと定めている（労働保障監察条例第

１０条。以下，「条例」と略す）。そして本職責に基

づいて労働保障行政部門は，次の監督・検査を

行うものとされる。すなわち，企業および自営

業などの雇用単位の，◯１内部就業規則制度の状

況，◯２労働者との労働契約締結状況，◯３児童労

働者使用禁止規定の遵守状況，◯４女性労働者お

よび未成年労働者（注１０）に対する特殊労働保護規

定の遵守状況，◯５業務時間および休憩休暇規定

の遵守状況，◯６労働者の賃金支給および最低賃

金基準実施の状況，◯７各種社会保険加入および

社会保険費納付の状況，ならびに◯８職業紹介機

構，職業技能訓練機構および職業技能審査評定

機構の当該国家関連規定の遵守状況，である（条

例第１１条）。

労働保障監察条例が規定する労働監察の主た

る対象は，企業および自営業などの雇用単位で

ある（条例第２条）。これに加え，国家機関，事

業単位，社会団体（注１１）に対しても労働保障関係

の法律・法規の履行状況の労働監察を行うこと

を職責としている（条例第３４条）。さらに，個別

の分野として，職業紹介機構，職業技能訓練機

構および職業技能審査評定機構も監察の対象と

されている（条例第２条後段）。また，労働監察

の対象として，違法な状態にある，無許可営業

あるいは営業許可がすでに取り消されている企

業・自営業についても，労働者を使用している

行為がある場合は本条例に照らして労働監察を

実施することになっている（条例第３３条）（注１２）。

なお，労働安全衛生の監督・検査は衛生部門，

安全生産管理部門および特殊設備安全監督管理

部門などの関連部門が執行する（条例第３５条）。

２．労働監察の体制

全国の労働監察業務は国務院の労働保障行政

部門が主管し，県レベル以上の地方各級人民政

府の労働保障行政部門は当該行政区域内の労働

監察業務を主管する（条例第３条）。また，県レ

ベルおよび区を設けている市の労働保障行政部

門は，労働監察業務を執行する条件に符合する
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組織に労働監察業務の実施を委託することがで

きるとされている（条例第４条）。県レベル以上

の地方各級人民政府が労働監察業務を主管し，

必要な経費は同級の財政予算に組み込まれなけ

ればならない（条例第５条）。２００４年末現在，全

国の行政区画に応じて設置された労働監察機構

は３２７７箇所である。

雇用単位に対する労働監察は，雇用単位の所

在地の県レベルまたは市を設けている区の労働

保障行政部門が管轄する。ただし，上級の労働

保障行政部門は業務の必要性に基づいて，下級

の労働保障行政部門が管轄する案件を調査する

ことができる（条例第１３条）。

労働保障行政部門および労働監察の委託を受

けた組織で労働監察を担当する労働保障監察員

は相応の審査または試験を経て採用され，労働

保障監察証明書は国務院の労働保障行政部門の

監督下で発行される（条例第４条）。実際の臨検

は２名以上の労働監察員によって実施されなけ

ればならず，その際は必ず労働保障監察の記章

をつけ，労働保障監察証明書を提示することが

求められている（条例第１６条）。１９９４年に公布さ

れた「労働監察員管理規則」（注１３）によれば，労

働監察員は，県レベル以上の各級人民政府労働

保障行政部門において労働監察・検査の公務を

実施する者であるとされる。県レベル以上の各

級人民政府は必要に応じて専任労働監察員また

は兼職労働監察員を配置することになっている。

このうち，専任労働監察員は，労働保障行政部

門において専ら労働監察業務を担当する者であ

り，兼職労働監察員は労働保障行政部門におい

て労働監察業務以外も担っている者である。兼

職労働監察員は，本来の職務に関係する単一の

監察項目を請け負い，雇用単位に対して処罰を

科す必要がある場合は専任労働監察員を同行さ

せなければならないものとされている［馬２００３，

６２６］。

労働監察員に任官するための条件は次のとお

りである。◯１国家の法律・法規および政策を真

剣かつ徹底的に実行すること。◯２労働業務を熟

知し，労働関係の法律・法規の知識を十分理解

し，運用に熟練していること。◯３原則を堅持し，

態度が立派であり，廉潔な勤務ができること。

◯４労働保障行政部門において労働保障行政業務

に３年以上従事し，かつ国務院の労働保障行政

部門または省レベルの労働保障行政部門の労働

監察に関する専門の訓練に合格すること，である。

専任労働監察員の任命は，労働監察機構が作

成した名簿に基づき，同レベルの人事管理機構

の審査を経て，労働行政部門の幹部による承認

を得て行われる。兼業労働監察員の任命は，現

在の所属の推薦に基づき，労働監察機構および

人事管理機構の審査を経て，労働保障行政部門

の幹部の承認を得て行われる［馬２００３，６２７］。

２００３年末現在，全国の労働保障監察員数は４万

３千人であり，このうち１万９千人が専任労働

監察員，２万４千人が兼業労働監察員である。

３．労働監察員の権限

労働法は第８６条の前段において「県レベル以

上の各級人民政府労働部門の監察員は公務を執

行するときは，雇用単位に立ち入り，労働関係

の法律・法規の執行状況を調査し，必要な資料

を閲覧し，かつ労働場所に対する検査を行う権

限を有する」と規定している。労働監察員の具

体的な権限として労働保障監察条例は次の調査

・検査方法を挙げている（第１５条）。◯１雇用単

位の労働場所に立ち入り検査をすること。◯２調

査・検査事項について関係者を聴取すること。
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◯３雇用単位に調査・検査事項の関連書類（注１４）の

提供ならびに解釈と説明を要求し，必要な場合

は調査質問書を出すこと。◯４記録，録音，録画，

撮影または複製などの方式によって関係状況お

よび資料を収集すること。◯５会計事務所に雇用

単位の賃金支給，社会保険費納付状況の監査の

実施を委託すること。

また，労働保障関係の法律・法規の違反のう

ち現場処理が認められている案件については，

事実が明確で，証拠が確定しているものについ

ては，現場で是正する権限を有し（条例第１５条），

期限を定めて是正を命じるか，現場で行政処罰

の決定を下すことができる（「労働保障監察条例」

実施に関する若干の規定第３１条。以下，「規定」と

略す）。

さらに，労働保障行政部門は次の場合に証拠

を登録，保存する措置をとることができる（規

定第２７条）。すなわち，◯１当事者によって証拠

の偽造，変造，壊滅行為のおそれがある場合，

◯２当事者の不適当な措置によって証拠が滅失す

るおそれがある場合，◯３証拠の登録保存措置を

とらなければ以降その証拠を取得することが困

難である場合，◯４その他，証拠滅失を引き起こ

すおそれのある場合，である。

４．労働監察業務の流れ

労働監察機構は，自ら日常の臨検をとおして

監督・検査を実施するとともに，年度ごとに提

出される報告書を検査し，あるいは労働者など

からの告訴・告発を受け，必要な場合には労働

保障関係の法律・法規に違反する行為に対して

調査を立案する。労働監察の調査は，事件を立

案してから６０業務日内に完了することが求めら

れている（条例第１７条）。ただし，状況が複雑な

場合は，労働保障行政部門の責任者の承認を経

て３０日の延長が認められる。その後，調査が完

了してから１５業務日内に，後述のとおり，是正

命令（責令改正），行政処分または行政処罰の

決定を下すか，立案を取り消さなければならな

い（規定第３７条）。

臨検監督において発見された労働関係法令違

反のうち現場処理が認められている案件につい

ては，事実が明確で確実な証拠がある場合は，

期限を定めた是正命令または行政処罰の決定を

現場で出すことができる（規定第３１条）。

なお，労働保障関係の法律・法規に違反した

行為であっても，２年以内に労働保障行政部門

によって発見，または告訴・告発されなかった

行為に対しては，それ以降，調査・処分するこ

とはしないとされている（条例第２０条）。期間は

労働保障関係の法律・法規に違反する行為が発

生した日から起算されるが，行為が連続または

継続した状態の場合は，その行為が終了した日

から起算される。

労働保障行政部門は，労働保障関係の法律・

法規に違反する行為に対して実施した調査・検

査の結果に基づいて，次の処分を下すことがで

きる（条例第１８条）。すなわち，◯１是正すべきこ

とを是正していない場合は，法に基づき是正命

令を出すかまたは相応の行政処分の決定を下す。

◯２法に基づき行政処罰が科されるべき場合は，

法に基づいて行政処罰の決定を下す。◯３情状が

軽微でありかつすでに是正がなされた場合は，

立案を取り消す。また，労働保障行政部門が出

した行政処罰の決定ならびに労働者に賃金・報

酬または賠償金の支払いを命じる行政処分およ

び社会保険料の納付を命じる行政処分の決定が

期日までに履行されない場合，労働保障行政部

門は人民法院に強制執行（注１５）を申請するか，法
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に基づき強制執行することができる（規定第４４

条）。

雇用単位に労働関係法令違反の是正を求める

是正命令はいずれの段階においても発せられる。

臨検監督において発見された労働関係法令違反

のうち現場処理が認められている軽微でかつ即

時に改善できる案件については口頭で是正を命

令し，即時に是正することが明らかに困難な場

合は「労働保障監察期限内是正指令書」（労働

保障監察限期整改指令書）を出し，期限までに

是正するよう命令する（注１６）。ただし，本指令書

は強制執行を申請できる具体的行政行為に属さ

ないとされているので，強制執行する場合には

行政処分の決定が必要となる（注１７）。

法令により雇用単位の法令違反行為に対して

行政処分または行政処罰を科さなければならな

いと定められている場合，労働保障行政部門は

是正を命じると同時に，行政処分または行政処

罰の決定を出すことができ（注１８），上述の指令書

の交付は行政処分決定の前置条件とはなってい

ない（注１９）。行政処分の決定にあたっては「労働

保障行政処分決定書」（労働保障行政処理決定書）

が，また後述する行政処罰の決定にあたっては

「労働保障行政処罰決定書」が交付される。行

政処分の目的は金銭の給付または一定行為の完

成であり，前者には労働者の賃金・報酬，経済

補償，賠償金などの支払い命令，後者には児童

労働の解消などの命令がある［国務院法制�政

法労働社会保障司他２００４，１２６］。

また，発見した違法案件が労働監察事項に属

さない場合は，速やかに関連部門に移送して処

理を行い，犯罪の疑いがある場合は司法機関に

移送しなければならない。特に，労働紛争処理

手続を通じて解決されるべき事項，あるいはす

でに労働紛争処理手続に基づいた調停・仲裁の

申請または訴訟の提起をしている案件について

は，労働保障行政部門は告訴者に対して労働紛

争処理または訴訟手続に基づいて処理するよう

告知しなければならないとされている（条例第

２３条後段）。

労働監察による上記行政処分のほか，労働保

障関係の法律・法規の違反行為によって労働者

に損害が発生した場合，雇用単位は賠償責任を

負うこととなっており（条例第２１条前段），その

際，労働者と雇用単位の間で賠償について争い

が生じた場合は，労働紛争処理に関する国家の

関連規定に照らして処理するものとされている。

ここで予定されている労働紛争は，次に掲げる

雇用単位の労働法令違反行為によって惹起され

た労働者に対する損害賠償に関する紛争である

（規定第１６条）。すなわち，◯１雇用単位が法律・

法規に違反して制定した就業規則制度によって

労働者に損害が発生した場合，◯２雇用単位の女

性労働者または未成年労働者の保護規定の違反

によって女性労働者または未成年労働者に損害

が発生した場合，◯３雇用単位が締結した無効な

契約によって労働者に損害が発生した場合，◯４

雇用単位の違法な労働契約の解除または故意に

よる労働契約締結遅延によって労働者に損害が

発生した場合，および◯５法律・法規が規定する

その他の雇用単位の労働保障関係の法律違反行

為によって労働者に損害が発生した場合，である。

５．労働監察機構による行政処罰の種類

労働保障関連の法律・法規に違反した雇用単

位に対して，労働監察機構は行政処罰を与える

ことができる。労働法第１２章は，労働行政処罰

として，警告，罰金，許可書の取り上げ，生産

停止整頓（注２０）の命令などを規定している。ただ
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し，前２者の行政処罰は労働監察機構が直接下

すことができるものであるのに対して，後２者

は当該事項を主管する当局に処罰を要請するこ

とができるにとどまる。

（１）警告は，雇用単位が労働関係の法律・法

規に違反して就業規則制度を制定した場合（労

働法第８９条。以下「法」と略す），違法に労働時

間を延長した場合（法第９０条）に発せられる。

（２）罰金は，雇用単位が，労働法に違反して

労働時間を延長した場合（法第９０条），労働安

全設備および労働衛生条件が国の規定に合致し

ないか，あるいは労働者に必要な労働防護用品

および労働防護設備を提供しない場合（法第９２

条），１６歳未満の未成年者を不法に採用した場

合（法第９４条），女性労働者または未成年労働

者の保護規定に違反した場合（法第９５条），労

働保障行政部門およびその職員の監督・検査の

権限行使を不当に阻止した場合または通報人を

攻撃・報復した場合（法第１０１条）に科される。

（３）許可証の取り上げについては，雇用単位

が１６歳未満の未成年者を不法に採用した場合，

労働保障行政部門が是正を命じ，過料を科し，

情状が深刻な場合は工商行政管理部門が営業許

可証を取り上げる（法第９４条）（注２１）。

（４）生産停止整頓命令については，雇用単位

の提供する労働安全設備および労働衛生条件が

国の規定に合致しないか，あるいは雇用単位が

労働者に必要な労働防護用品および労働防護設

備を提供しない場合，労働行政部門が是正を命

じ，過料を科し，情状が深刻な場合は県レベル

以上の人民政府に生産停止整頓を命じる決定を

出すよう要請することができる（法第９２条）。

６．労働関係法令違反に対する行政処罰およ

び行政処分の内容

（１）法律・法規に違反する就業規則制度によ

る労働者の合法権益の損害

雇用単位が制定した就業規則制度が法律・法

規に違反している場合，労働保障行政部門は警

告を与え，是正を命じることができる（法第８９

条）。労働者に損害を被らせた場合は賠償責任

を負うものとされる。

（２）女性労働者保護規定の違反

女性労働者の保護規定に違反し，その合法権

益を侵害した場合，労働保障行政部門は是正を

命じ，罰金を科し，損害を被らせた場合は賠償

責任を負う（法第９５条）。条例は，鉱山坑内の

労働，長期の高所低温作業，妊娠期および産後

の労働など女性労働者の保護に関する規定に違

反した場合，労働保障行政部門は雇用単位に是

正を命じ，１人当たり１０００元以上５０００元以下を

基準として罰金を科すと定めている（条例第２３条）。

（３）未成年労働者保護規定の違反

雇用単位が１６歳未満の未成年者を不法に採用

した場合，労働保障行政部門は是正を命じ，過

料を科し，情状が深刻な場合は工商行政管理部

門が営業許可証を取り上げる（法第９４条）。ま

た，未成年労働者の保護規定に違反し，その合

法権益を侵害した場合，労働保障行政部門は是

正を命じ，罰金を科し，損害を被らせた場合は

賠償責任を負う（法第９５条）。条例では具体的に，

鉱山坑内の労働，有毒・有害な物質を取り扱う

労働または定期健康診断を実施しないなど未成

年労働者の保護に関する規定に違反した場合，

労働保障行政部門は雇用単位に是正を命じ，１

人当たり１０００元以上５０００元以下を基準として罰

金を科すと規定している（条例第２３条）。

（４）労働時間および休憩・休暇規定の違反

労働法に違反して労働時間を延長した場合，
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労働保障行政部門が警告を与え，是正を命じ，

かつ罰金を科すことができる（法第９０条）。労

働保障監察条例が制定される以前は，「『中華人

民共和国労働法』違反に関する行政処罰規

則」（注２２）に基づき，雇用単位が労働組合および

労働者との協議を経ずに労働時間の延長を強制

した場合は，警告・是正に加え，労働者１人当

たり延長１時間毎に１００元以下の罰金を科すこ

とになっていた。また，毎日３時間以上あるい

は毎月３６時間以上の労働時間延長をしている雇

用単位に対しては，警告・是正を命じるととも

に労働者１人当たり延長１時間毎に１００元以下

の罰金を科すことになっていた。２００４年の労働

保障監察条例では，罰金の算出方法が改定され，

法律・法規に違反して労働時間を延長した雇用

単位は，警告および期限内の是正の命令を発す

ることに加え，侵害を受けた労働者１人当たり

１００元以上５００元以下の基準で計算した罰金を科

すことになった（条例第２５条）。

（５）賃金・経済補償金の違反

雇用単位が，◯１労働者の賃金・報酬を中間搾

取し，あるいは理由なく支払いを遅延させた場

合，◯２労働者への支払い賃金が当地の最低賃金

基準を下回る場合，◯３労働契約の解除の際，法

律に基づいた経済補償金を労働者に支給してい

ない場合，労働保障行政部門はそれぞれ期限を

定め，労働者の賃金・報酬，当地の最低賃金基

準を下回る差額，および労働契約解除の経済補

償金（注２３）の支払いを命じ，期限を過ぎても支払

わない場合は，支払うべき金額の５０パーセント

以上１００パーセント以下の基準で計算して労働

者に賠償金を加算して支払うよう命じる（条例

第２６条）。

（６）社会保険費の納付違反

雇用単位が，社会保険機構に偽って賃金総額

または従業員数を申告し，社会保険費を納付し

ていた場合，労働保障行政部門は是正を命じ，

騙して過少申告した賃金総額の１倍以上３倍以

下の罰金を科すことができる（条例第２７条）。

（７）労働行政部門・関連部門・職員の監督・

検査の権限行使に対する不当な阻止

雇用単位が労働保障行政部門・関連部門・職

員の監督・検査の権限行使を不当に阻止した場

合は，労働行政部門または関連部門が罰金を科

すことができる（法第１０１条）。なお，犯罪を構

成する場合は法に基づき責任者の刑事責任が追

及される（注２４）。これに関して，条例は詳細な規

定を設けている。すなわち，次の行為があった

場合，労働保障行政部門は是正を命じ，２０００元

以上２万元以下の罰金を科すことができるとし

ている（条例第３０条）。◯１労働保障行政部門が本

条例の規定に依拠して実施する労働監察を理由

なく拒否・阻止した場合。◯２労働保障行政部門

の要求に従って書面資料を提出せず，事実真相

を隠蔽し，偽証しあるいは証拠を隠匿・破壊し

た場合。◯３労働保障行政部門の是正命令を経て

も全く是正しない，あるいは労働保障行政部門

の行政処分の決定の履行を拒否した場合。した

がって，条例が罰金などの行政処罰を直接規定

していない労働契約の未締結（条例第２４条）や

労働組合法の違反行為（条例第２９条）（注２５）の是正

を求める命令についても，雇用単位が是正命令

に従わない場合，労働保障行政部門は当該規定

を根拠に罰金を科すことができる。

（８）通報人に対する攻撃・報復

告訴者または告発者などの通報人に対する攻

撃・報復に対して，労働保障行政部門または関

連部門は是正を命じ，罰金を科すことができる
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（法第１０１条）。なお，これらが治安管理違反の

行為を構成する場合は，公安機関によって治安

管理処罰が与えられる。また，犯罪を構成する

場合は責任者に対して法律に基づく刑事責任が

追及される（条例第３１条）。

なお，労働法第９６条は，雇用単位が暴力，威

嚇あるいは不法に身体の自由を制限する手段で

労働者を脅迫して労働させた場合，ならびに労

働者に対して侮辱，体罰，殴打，不法捜査およ

び拘禁を行った場合の規定を置いているが，こ

れは公安機関の職掌による。犯罪までは構成し

ない場合は責任者に対して１５日以下の勾留，罰

金または警告に処し，犯罪を構成する場合は責

任者の刑事責任が追及される。

Ⅲ 労働監察案件と労働紛争事件の推移

１．労働監察案件の推移

労働監察は労働者の合法権益を守るために企

業等の労働法規遵守状況を監督・検査するもの

であり，労働監察機構が国家を代表して違反事

件を取り締まる任務を負う。労働保障監察条例

第１４条によれば，労働監察は，日常の臨検監督，

年度ごとに提出される報告書類の検査（年

検）（注２６），および労働者の告訴・告発を契機と

した調査などをとおして実施される（詳細につ

いては後述）。労働保障行政部門は，雇用単位

が労働保障関係の法律法規に違反し，調査と処

理を行う必要があると認めた場合には，速やか

に立案（注２７）・調査することが求められている。

また，違法な行為を訴える外部からの通報を容

易にするため，労働保障行政部門および傘下の

労働保障監察機構は告訴・告発のための投書箱

および電話を設置することになっている。

労働監察業務に関する統計は１９９８年から（表

１），また労働監察案件の分類・処理状況につ

いては２００１年から公表されている（表２）。労

働監察機構が自らのイニシアティブで監督・検

査を実施した件数は，１９９８年の７８万１千件から

２００５年には１１８万５千件まで増加し，年平均伸

び率は６パーセントであった。また，この監督

・検査あるいは労働者の告発を契機に実際に雇

用単位の労働関係法規の違反を問うた調査立案

の件数は，統計が公表された２００１年の１９万５９５７

件から２００５年には３７万８８３１件へと年平均伸び率

１８パーセントで増加している。それと同時に調

査立案に占める労働者などの告発を契機とした

件数の割合も増加し，２００１年には４９パーセント

（９万６千件）であったものが２００５年には６５．７

パーセント（２４万９千件）と６割以上を占める

ようになった。

労働監察の調査立案の根拠となる労働関係の

法律・法規の違反事由は次のように分類されて

いる。すなわち，◯１女性労働者の保護，◯２労働

契約の締結・解除，◯３リスク保証金（注２８）の要求，

◯４賃金の中間搾取・遅延，◯５最低賃金の支払い，

◯６労働時間・休憩・休暇，◯７養老保険・失業保

険・医療保険など社会保険料の徴収，◯８職業紹

介，◯９職業資格・職業訓練，◯１０その他，である。

このうち，違法行為としては賃金の中間搾取・

遅延の割合が高く２００３年以降３割以上を占めて

いる。そのほか，労働契約の締結・解除と社会

保険料の徴収が約２割ずつ占めており，これら

の合計で７割となる。

２．労働紛争事件の推移（注２９）

労働紛争解決に関する主たる現行法は，上述

した１９９５年施行の「労働法」および２００８年施行

の「労働紛争調停仲裁法」（注３０）である。労働法

������������������������������� 研究ノート ������

37



１９９８年 １９９９年 ２０００年 ２００１年 ２００２年 ２００３年 ２００４年 ２００５年

監察機構主導の監督・検査
検査単位数（万戸）
対象労働者数（万人）

違法案件の調査立案・結審数（万件）
告発による調査・処理数（万件）

７８．１
６，６４９．２
１４．３
７．３

…
…

２０．８
９．１

…
…

１９．８
…

９５．５
７，２２３．３
１９．６
９．６

９８．４
７，１７１．５
２３．４
１２．０

１１０．７
７，９８７．４
２６．４
１６．６

１１５．２
８，１６２．７
３６．６
２５．０

１１８．５
９，１６１．３
３７．９
２４．９

労働保障年度検査（年検）（万戸） ７６．３ ８８．５ １７９ ９４．２ １０１．９ １１７．２ １００．２ ９６．３

労働監察業務の実績
労働契約の補充締結（万人）
賃金等の追加支払い（万人）
社会保険費の納付督促（万戸）
不法職業紹介機構の取締り（戸）
リスク保証金の返還（万元）
雇用単位就業規則の審査（万件）
違法な就業規則の是正（万件）

５０８．２
２３９．６
…

３，３２５
１４，０００
７６．７
１０．２

４３１．６
…

１５．８
４，８２１
１０，０００

…
…

６００
…
１４

５，０００
１２，０００

…
…

７０５．７
６８４．３
１３．５
６，５１３
１６，０００

…
…

７３０．９
４８０．８
１２．８
６，０８５
９，３３０
６３．７
１１．２

８９５
６０２．５
１４．９
６，５８５
１１，８７１
６１．３
１６

１，１０２．９
８７０．６
１８．４
７，４７０
１３，３３９
６２．９
１２．１

１，１２７．６
８４１．８
１６．１

１０，４０８
１２，７０９
８６．４
１４．８

労働保障監察機構数
労働保障監察員（万人）
専任監察員（万人）
兼業監察員（万人）

３，３３０
３．４
…
…

３，０９１
４
…
…

３，１５２
４．１
…
…

３，１７４
４
…
…

３，１９６
３．７
１．７
２

３，２２３
４．３
１．９
２．４

３，２７７
…
１．９
…

…
…
…
…

（出所）中華人民共和国労働和社会保障部 各年より筆者作成。

２００１年 ２００２年 ２００３年 ２００４年 ２００５年

調査立案・結審数 １９５，９５７ ２３３，７４７ ２６３，５６７ ３６５，７８６ ３７８，８３１

うち告発による立案・処理数（万件）
調査立案数に占める告発の割合

９．６
４９．２％

１２．０
５１．３％

１６．６
６３．０％

２５．０
６８．３％

２４．９
６５．７％

案件の分類（１） 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比

女性労働者の保護
労働契約の締結・解除
リスク保証金の要求
賃金の中間搾取・遅延
最低賃金の支払い
労働時間・休憩・休暇
社会保険料の徴収（２）
職業紹介
職業資格・職業訓練
その他

２，１７８
５３，２０２
１３，６２４
４０，１０６
４，７５７
８，８３５
５１，３５３
６，９４１
１０，６３３
３７，３６８

１％
２３％
６％
１８％
２％
４％
２２％
３％
５％
１６％

２，０５９
５３，８２８
１９，２４２
５５，８６７
７，８７５
１１，２４７
５４，９０１
６，７１６
１２，０７５
３９，１４０

１％
２０％
７％
２１％
３％
４％
２１％
３％
５％
１５％

２，１１４
６４，２６４
２３，６１７
８９，３４８
７，４６３
１１，９８７
６２，１１８
６，３０５
１０，８９３
１３，６２１

１％
２２％
８％
３１％
３％
４％
２１％
２％
４％
５％

２，３７０
９４，３１２
２８，５１２
１５０，０２４
１０，１６８
１８，９２２
６１，９３５
７，７９９
１０，３５５
１８，６７７

１％
２３％
７％
３７％
３％
５％
１５％
２％
３％
５％

２，５９０
６８，２６０
２２，９５８
１３３，７２１
１２，９９８
２３，３０７
７８，９６４
８，８４３
８，４８８
１９，９７０

１％
１８％
６％
３５％
３％
６％
２１％
２％
２％
５％

案件処理

期限を定めた是正命令
行政処分の決定
行政処罰の決定
警告
罰金
その他の行政処罰

１２０，７６０
６，５７９
１７，３１４
６，０６４
１７，２８３
４，５５０

１５０，３７６
６，８０５
１９，９１４
５，０４０
１５，９１９
８３０

１７０，１５５
１０，０６９
２２，０１１
７，５６２
１６，９８０
９３１

２２１，５２０
１３，６２０
２６，８３５
８，０１３
２０，２４２
６５５

２３０，５４１
１５，２１６
２８，０３２
９，５８４
２１，３４７
５９４

（出所）中華人民共和国労働和社会保障部２００２および国家統計局人口和就業統計司ほか各年より筆者作成。
（注）（１）案件の分類の構成比合計は１００％にならない。

（２）社会保険は，養老保険，失業保険，医療保険を含む。

表１ 労働監察業務の状況と組織

表２ 労働監察案件の分類・処理状況
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（不受理） （裁定不服）

（不成立）

紛争当事者

協　　議

調　　停

労働紛争調停委員会労働紛争調停委員会

仲　　裁

労働紛争仲裁委員会労働紛争仲裁委員会

（仲裁調停・仲裁裁定）

訴　　訟

人　民　法　院

（調停・判決・裁定）

企　業　内

行政調停・「信訪」

労働保障行政部門

労働紛争処理機構労働紛争処理機構

告訴・告発

労働保障行政部門

労働監察機構労働監察機構

労
働
協
約
締
結
に

か
か
わ
る
紛
争

はそのうち１章を「労働紛争」に割り当ててい

る。それによれば，使用者と労働者との間に労

働紛争が生じた場合，当事者は法に基づいて，

調停，仲裁，訴訟または協議によって解決する

ものとされている（法第７７条）。ただし，労働

紛争の全解決過程をとおして，調停によって解

決をはかるという原則が適用され，仲裁および

訴訟においても調停が試みられることになって

いる。

労働紛争解決の手順は次のとおりである（図

１）。第１に，労働紛争が生じた後に，当事者

は協議で解決しなければならない。第２に，協

議を希望しないまたは協議が成功しない場合，

当事者は雇用単位の労働紛争調停委員会などの

調停組織に調停を申請することができる（注３１）。

第３に，調停不成立で，当事者の一方が仲裁を

要求した場合は，労働紛争仲裁委員会に仲裁を

申し立てることができる。または調停を経ない

で一方の当事者は直接労働紛争仲裁委員会に仲

裁を申し立てることもできる（注３２）。第４に，仲

裁裁定に不服がある場合は，人民法院に訴訟を

提起することができる。仲裁は訴訟の前提とな

図１ 労働紛争解決手順

（出所）筆者作成。
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っており，不可欠な手続となっている（仲裁前

置主義）（注３３）。なお，一般に仲裁は一審終局であ

るが，仲裁法は労働紛争の仲裁を同法の適用外

に置いている（注３４）。当事者は，これらの過程に

おいて「矛盾」を激化させる行為をとってはな

らず（注３５），当事者双方はいずれの段階において

も自ら和解することができる。

労働紛争事件に関する統計が公表されるよう

になったのは１９９２年からである（表３）。労働

紛争仲裁委員会の受理件数は１９９２年の８１５０件か

ら継続的に増加し，２００５年には３１万３７７３件にの

ぼった。人民法院に提起される労働紛争事件の

件数も増加しており，１９９２年の約２万件（注３６）か

ら，２００１年には１０万件を超過し，２００５年には約

１９９２年 １９９７年 １９９８年 １９９９年 ２０００年 ２００１年 ２００２年 ２００３年 ２００４年 ２００５年

労働紛争調停委員会
受理件数
うち集団労働紛争
調停成功件数

…
…
…

７２，５９４
１４，５２９
４７，５２８

１５２，０７１
４７，２９９
１１２，６５９

１１３，３８１
２３，０３３
８１，２３４

１３５，００３
３３，１１１
８０，６１７

…
…
…

２５３，８１３
１５，６４９
５７，９０７

１９２，６９２
９，４３２
５１，７８１

１９２，１１９
６，７５２
５４，５３７

１９３，２８６
９，００２
４２，０３６

労働紛争仲裁委員会
受理件数
人数
うち集団労働紛争
人数

結審件数
仲裁調停
仲裁裁定
その他の方式

非立案形式による調停件数

８，１５０
１７，４１７
５４８
９，１００
７，８６１
４，７１２
１，１７８
１，９７１
…

７１，５２４
２２１，１１５
４，１０９
１３２，６４７
７０，７９２
３２，７９３
１５，０６０
２２，９３９
３８，９８１

９３，６４９
３５８，５３１
６，７６７
２５１，２６８
９２，２８８
３１，４８３
２５，３８９
３５，１５５
４６，８３８

１２０，１９１
４７３，９５７
９，０４３
３１９，２４１
１２１，２８９
３９，５５０
３４，７１２
４７，０２７
４８，５０５

１３５，２０６
４２２，６１７
８，２４７
２５９，４４５
１３０，６８８
４１，８７７
５４，１４２
３４，６６９
７２，３９９

１５４，６２１
５５６，２３０
９，８４７
２８６，６８０
１５０，２７９
４２，９３３
７７，２５０
３５，０９６
６３，９６９

１８４，１１６
６０８，３９６
１１，０２４
３７４，９５６
１７８，７４４
５０，９２５
７７，３４０
５０，４７９
７７，３４２

２２６，３９１
８０１，０４２
１０，８２３
５１４，５７３
２２３，５０３
６７，７６５
９５，７７４
５９，９５４
５８，４５１

２６０，４７１
７６４，９８１
１９，２４１
４７７，９９２
２５８，６７８
８３，４００
１１０，７０８
６４，５５０
７０，８４０

３１３，７７３
７４４，１９５
１６，２１７
４０９，８１９
３０６，０２７
１０４，３０８
１３１，７４５
６９，９７４
９３，５６１

人民法院（労働事件）
受理件数（１） １９，８９８ ５０，１２４ ５９，１１８ ７３，３４０ ７６，３７８ １００，９２３ ８４，６９３ ９８，１１２ １６４，９９４ １７９，８３０

（出所） 国家統計局人口和就業統計司ほか各年，中国法律年鑑編輯部各年，中華全国総工会政策研究室各年より筆
者作成。

（注）（１）１９９２年は結審件数。また，２００４年から労働事件の算出方法が変更されているようである。

１９９７年 １９９８年 １９９９年 ２０００年

（件） （構成比） （件） （構成比） （件） （構成比） （件） （構成比）

受理件数
労働契約の履行
労働報酬
社会保険・福利
労働保護（安全・衛生）
職業訓練

労働契約の変更
労働契約の解除
労働契約の終了
その他

７１，５２４

２９，１５０
１１，９９５
２，２５６
５３３
２，９９２
１０，３３７
５，３４４
８，９１７

４０．８％
１６．８％
３．２％
０．７％
４．２％
１４．５％
７．５％
１２．５％

９３，６４９

３１，３９６
２０，２０６
６，９３１
５６６
２，８４０
１３，０６９
４，７５２
９，５１５

３３．５％
２１．６％
７．４％
０．６％
３．０％
１４．０％
５．１％
１０．２％

１２０，１９１

４４，６９０
２８，８３２
７，８２０
６１５
３，４６９
１８，１０８
８，０３１
８，６２６

３７．２％
２４．０％
６．５％
０．５％
２．９％
１５．１％
６．７％
７．２％

１３５，２０６

４１，６７１
３１，３５０
１３，００８
８３４
３，８２９
２１，１４９
１０，８１６
１２，５４９

３０．８％
２３．２％
９．６％
０．６％
２．８％
１５．６％
８．０％
９．３％

表３ 労働紛争事件数の推移

表４ 労働紛争仲裁委員会における労働紛争原因の推移

（出所） 国家統計局人口和就業統計司ほか各年より筆者作成。
（注）その他は，レイオフを含む。
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１８万件となっている。これに対して労働紛争調

停委員会の受理件数は一時期減少するなど伸び

方は緩やかであり，２００５年の受理件数は１９万

３２８６件となっている。

労働紛争の原因について，１９９７年以降の統計

は，◯１労働契約の履行（労働報酬，社会保険・

福利，労働保護，職業訓練），◯２労働契約の変更，

◯３労働契約の解除，◯４労働契約の終了，◯５その

他に分類している（注３７）。１９９７年以降の紛争原因

の構成比では，労働報酬と社会保険・福利の２

つに関する労働紛争の合計が連続して過半数を

占め，労働契約の解除がそれに続いている（表

４）。

労働紛争仲裁委員会における処理方式は，全

体としては仲裁調停によって解決される割合が

減少し，仲裁裁定が下される割合が増加する傾

向にある（表３）。１９９２年当時は５９．９パーセン

トが調停によって解決され，仲裁裁定は１５．０パ

ーセントにとどまっていたが，２０００年に調停が

３２．０パーセント，仲裁裁定が４１．４パーセントに

なって以来その割合は逆転している。これは伝

統的な所有形態である国有企業や都市集団企

業（注３８）においても調停による解決が困難となり，

仲裁裁定に至る事件の割合が増加していること

をうかがわせる。労働紛争の内容にかかわらず

相互理解による解決を選ぶ傾向があると陳

（１９９４）が指摘していた１９９４年までの中国の状

況とは［陳１９９４，２４４］，大きく変化してきてい

るといえよう。

このように労働紛争仲裁委員会に持ち込まれ

る労働紛争の原因と労働監察機構が調査立案し

た労働関係法令の違反事由の主要な原因は重な

っている。しかし，労働監察による調査立案の

増加にもかかわらず，労働紛争仲裁委員会の受

理件数も着実に増加しており，労働監察制度の

強化は必ずしも労働紛争仲裁委員会への紛争提

起を吸収しているとはいえない。

Ⅳ 労働者からの告訴・告発

告訴・告発など労働監督機構に対する申告制

度は，ILOによって古くから認められている原

則のひとつであり，監督官が可能な限り遅滞な

く取り調べるべきであると規定されている（注３９）。

日本では賃金不払い・遅延，解雇など労働者の

生活に直接影響するものが申告の大半を占め，

２００１年 ２００２年 ２００３年 ２００４年 ２００５年

（件） （構成比） （件） （構成比） （件） （構成比） （件） （構成比） （件） （構成比）

１５４，６２１

４５，１７２
３１，１５８
１８，１７１
１，２５４
４，２５４
２９，０３８
１０，２９８
１５，２７６

２９．２％
２０．２％
１１．８％
０．８％
２．８％
１８．８％
６．７％
９．９％

１８４，１１６

５９，１４４
３２，６２２
２３，９３６
１，０７０
３，７６５
３０，９４０
１２，９０８
１９，７３１

３２．１％
１７．７％
１３．０％
０．６％
２．０％
１６．８％
７．０％
１０．７％

２２６，３９１

７６，７７４
４４，４３４
３１，７４７
１，２１１
５，４９４
４０，０１７
１２，０４３
１４，６７１

３３．９％
１９．６％
１４．０％
０．５％
２．４％
１７．７％
５．３％
６．５％

２６０，４７１

８５，１３２
８８，１１９

…
…

４，４６５
４２，８８１
１４，１４０
１９，４１４

３２．７％
３３．８％

…
…

１．７％
１６．５％
５．４％
７．５％

３１３，７７３

１０３，１８３
９７，５１９

…
１，４１２
７，５６７
５４，８５８
１４，０１５
３０，６９８

３２．９％
３１．１％

…
０．５％
２．４％
１７．５％
４．５％
９．８％
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申告監督が労働者の権利救済や保護に果たして

いる役割は大きいと評価されており［安西１９９１，

１０８］，労働監督機構は労使紛争解決機関として

も機能している［安枝１９９２，１０］。中国の労働

監察制度においても雇用単位の違法行為に対し

て告訴・告発する権利が認められており，労働

者が自己の権利救済を求めるための重要なルー

トとなっている。

１．告訴・告発の手順

労働法は，いかなる組織および個人も労働関

係の法律法規違反の行為について告発および告

訴する権利を有するとしている（第８８条）。こ

れを受けて労働保障監察条例は，労働保障関係

の法律・法規の違反行為に対する労働保障行政

部門への告発（挙報）をすべての組織および個

人に認め，かつ労働保障に関する合法権益の侵

害を受けたと認識している当事者である労働者

に対しては労働保障行政部門へ告訴（投訴）す

る権利を認めている（第９条）。なお，同一の

事由により集団で告訴することも認められてお

り，その場合は代表者を推薦して告訴すること

ができる（規定第１２条）。

告訴には一定の手続きが存在し，労働監察機

構の処理に対して不服がある場合は行政不服審

査または行政訴訟を提起することができる。告

訴する場合は，告訴者が告訴文を労働保障行政

部門に提出することが必要である。ただし，告

訴文を書くことが確かに困難な場合は口頭での

告訴も可能であり，その場合は労働監察機構が

記録したものに告訴者が署名する方法がとられ

る（規定第１３条）。告訴文には，告訴者および被

告訴者の氏名・名称などのほか，告訴者の労働

に関する合法権益の侵害の事実および告訴によ

る請求事項を記すことになっている（規定第１５

条）。告訴受理の条件は次のとおりである（規

定第１８条）。これらは，◯１労働保障関係の法律

違反行為の発生が２年内であること，◯２被告訴

雇用単位が明確でありかつ告訴者の合法権益に

対する侵害が当該雇用単位の労働保障関係の法

律違反行為によって発生したものであること，

◯３労働監察の職権の範囲にありかつ当該労働保

障行政部門の管轄にあること，である。上記に

符合する場合は，５業務日内に受理，立案しな

ければならない。このうち，◯１に符合しない場

合は告訴から５業務日内に不受理の決定を出し，

書面にて通知しなければならない。また，◯２に

符合しない場合は告訴者に告訴を補足する資料

の提供を求め，◯３に符合しない場合は労働監察

機構の職権にないことを伝えるか，管轄する労

働保障行政部門に提出するように伝える。

ただし，告訴者に対する行政処分の決定内容

の報告については，労働保障監察条例および「労

働保障監察条例の実施に関する若干の規定」と

もに明確な規定をおいていない。条例の制定に

よって廃止された「違法労働行為の告発処理に

関する規定」においても，告発者が受理または

調査・処分の結果の告知を要求した場合に通知

するとしているにとどまり（第１３条），行政処

分の決定内容まで報告することは定められてい

ない。しかし，最高人民法院は，労働紛争事件

の労働紛争仲裁委員会への提訴の時効中断につ

いて，関連部門への権利救済の要求を条件のひ

とつとして挙げていることから（注４０），労働監察

機構の処分の決定は民事事件である仲裁申請の

時効中断の理由となりうるので，労働者保護の

ため制度上の完備が求められている［陳・張

２００７，５４］。

なお，告訴は雇用単位の労働法令違反による
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被害者が具体的な侵害の排除等を求めて自ら申

告するものであるのに対して，告発は誰もが企

業等の労働法令違反の事実を申告して是正を求

めることができる性質のものであるので，告発

者には告発の受理や処理結果に対して不服を申

し立てる権利が認められていない［沈２００５，４９］。

ただし，告発者に対しては，攻撃や報復からの

保護のための秘密保持原則が明記され，重大な

法律違反の手がかりや証拠を提供した告発者に

対する奨励も規定されている（第９条）。

２．告訴権の事例

日本の申告制度の問題のひとつとして，法律

が申告に対する監督機関の調査義務についての

明示的な規定を欠くため，監督機関は申告を受

けてもそれを調査する法的義務はないとされて

いることが指摘されている［晴山１９８１，１５４］。

労働者の申告は労働基準監督官の監督権発動の

一契機をなすにすぎないことが判例として確立

している（注４１）。他方，監督官の職務権限行為は，

労働者との関係では，労働者保護のための行政

責任の履行であるはずなので，労働者の生命・

財産に関する重大な侵害を排除すべき監督権限

の不履行は許されないという意見も強い［日外

１９８２，２６３］。中国は判例法主義をとっていな

いため確立した判例は存在しないが，事例分析

で扱われた事例をみると告訴に対しては基本的

に調査義務があることが示唆される。以下，労

働者の告訴に対して労働監察機構が適切な行動

をとらなかったとして労働監察機構の不作為を

訴えた行政訴訟の事例を２つ紹介する。

（１）不作為を認定した事例

労働者による労働監察機構への告訴は，雇用

単位に対する具体的な監督・検査の実施を必要

としていることを示唆する事例である。本事例

は，労働者である原告が県労働局の人身財産保

護の職責の不履行を訴えた行政訴訟である（注４２）。

建材会社に勤めていた原告は，県労働局に

対して書面で労働者の合法権益を保護する法

定の職責を履行するよう請求し，回答を要求

したにもかかわらず，２カ月経過後も申請に

対する回答がないと主張し，県人民法院に労

働局がその職責を履行するよう請求した。そ

れに対して，被告の県労働局は，原告の申請

は市民からの投書に属し，すでに県物資局に

処理のため転送したので，法定の職責を履行

したと反論した。

県人民法院が事実認定した内容は次のとお

りである。原告は，所属する雇用単位が労働

関係の法律・法規に違反し，賃金の支払いを

停止し，中間搾取していることを訴え，１９９６

年１月１日に労働局に調査・処理を要求する

申請を提出した。１月４日に県労働局長は，

この投書に「この文書を物資局に処理のため

転送せよ」と書いて指示。その後は，申請さ

れた投書の中で訴えられている問題に対して

は監督・検査を実施せず，また原告本人に対

しても回答を与えていない。

県人民法院の判決は次のとおり。原告が雇

用単位の労働関係の法律法規違反により自己

の合法権益が侵害されたと認識して調査を求

めた投書は公民の正当な権利である（法第８８

条第２項）。被告は行政区域内の労働関係を

主管する部門であり，原告が労働に関する問

題を県労働局に対して告訴するのは適切であ

る（法第９条第２項）。県労働局には雇用単位

の労働関係の法律・法規の遵守状況を監督・

検査，処分する責任および権限がある（法第

８５条，第８６条，第１２章）。物資局は人民政府の
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一部門であり，主管する建材会社の労働関係

の法律・法規の遵守状況を監督する権限を有

するが，違法行為に対して処分する権限は有

していない（法第８７条）。県労働局は違法行

為の調査を求めた投書を権限のない物資局に

処理を委ねて転送し，自らの監督・検査の職

責を履行しなかったばかりではなく，物資局

に対しても監督の結果を確認することはせず，

かつ，投書者に回答しなかったことは法定の

職責を履行したと認めることができない。し

たがって，県労働局がすでに法定の職責を履

行しているという理由は成立しない。よって，

被告である県労働局に対して，建材会社の労

働関係の法律・法規の遵守状況について監督

・検査を実施し，２カ月内に原告に書面で回

答するよう命じる。

（２）不作為を否認した事例

労働者による告訴について労働監察機構は監

督・検査を実施することが求められるものの，

労働者は具体的な行政処分までは請求すること

はできないことを示唆する事例である。本事例

は，労働者である原告が市労働保障局に求めた

原雇用単位の労働契約解除による経済補償金を

求める告訴に対する行政不作為を訴える行政訴

訟であり，労働保障局が原雇用単位に対し労働

契約解除による経済補償金の支払いを命じる行

政処分を行うよう請求したものである［劉２００６，

１２―１３］。

原告は，２００３年１１月７日，市労働保障局に

対して，原雇用単位が強制的に労働契約を解

除した問題を訴え，賃金・残業代の最低賃金

との差額およびそれに対する最低賃金経済補

償金の補�ならびに労働契約解除の経済補償

金，契約違反によって生じた損失の賠償金な

らびに違約金の支払いを原雇用単位に求める

告訴書を提出した。

市労働保障局は受付後，原告の申請を傘下

の区労働保障分局に移送した。区労働保障分

局は原雇用単位に対して調査を実施した。そ

の後，２００３年１２月３日に，区労働紛争調停委

員会は，原告に対して，原雇用単位はいかな

る費用の支払いも拒否しているので，仲裁に

よる解決を申請するよう勧告した（注４３）。さら

にその後，告訴書にある最低賃金および残業

代の支払い基準を訴える内容について，区労

働保障分局は職権に基づき原雇用単位に対し

て労働監察を行い，２００４年３月１２日，規定の

基準に従って賃金および残業代の支払いを調

整するよう命じた。ただし，契約解除経済補

償金・賠償金・違約金など個人の請求につい

ては，行政裁決方式で解決するよう原告に命

じた（注４４）。

原告は，２００３年１２月１９日，市基層人民法院

に対して，市労働保障局の行政不作為を訴え

る行政訴訟を提起し，労働保障局が原雇用単

位に対して当該契約解除経済補償金等の支払

いを命じる行政処分を下すよう求めた。第一

審は，原告の請求は労働紛争であるので労働

仲裁を経ていなければならないとの理由で提

訴を却下した。しかし，第二審は，当該請求

は労働保障局による行政処分の実施を求めて

いるものであるとして第一審判決を取り消し，

差し戻した。差し戻し第一審は，労働保障局

の業務遂行の進め方を支持し，行政不作為の

存在を否定した。第二審も第一審の判決を維

持した。
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Ⅴ 労働監察業務の執行上の問題

１．労働監察機構

晴山（１９８１）は，労働監督機構がその作用を

十分に発揮するためには政治権力からの独立性

が保障されなければならないとし，ILOなどの

国際的な原則を基準にした場合，◯１監督官によ

る監督，◯２監督官の独立性の保障，◯３監督官の

資格・任用・研修，◯４監督機構の全国的斉一性

と中央直轄性，◯５監督行政への労働者の参加，

◯６監督の実効性確保と物的条件の整備などが，

実効性評価の指標となるとしている［晴山１９８１，

１３７―１３９］。

中国の労働監察機構は，行政区画に対応して

県レベル以上の各級人民政府の労働部門に設置

されており，中央直轄性はもとより全国的斉一

性を保つことが困難である。そもそも労働監察

機構を設置していない行政単位がいまだに存在

しており，設置していた場合でも人員配置が十

分でない場合が多い。例えば，四川省では，２００５

年現在，省全体で１９１名の専任監察員が登録さ

れているが，実際には名目にとどまっている地

方があり，他の業務を兼任していたり，労働監

察のポストに就いていなかったりする者が全体

の２９．２パーセントにのぼっている［四川省労働

和社会保障庁労働監察処２００６，１９６］。また，四

川省では，２００４年末現在，監察員１人が対応し

なければならない労働者の数は１万５千人以上

となっている［四川省労働和社会保障庁労働監察

処２００６，１９７］。したがって，こうした構造的な

人手不足のなか，労働監察機構は告訴・告発な

どを処理するのに手一杯で，日常の監督・検査

が疎かになっているという［李ほか２００７，９］。

実際，四川省が２００１年から２００４年までの間，調

査・処理した労働監察事件の数は，それぞれ

３９５１件，１万４９６２件，１万４０７６件，１万９３０２件

であり，このうち告訴によるものは，６３．４パー

セント，４５パーセント，７５．７パーセント，７７．２

パーセントにのぼり，労働監察機構の業務の大

部分が告訴・告発によるものであった［四川省

労働和社会保障庁労働監察処２００６，１９９］。

経費についても十分確保されていない地方が

あり，２００６年現在，労働監察機構のうち２１０カ

所が独立採算性（自収自支）となっており，１５７

カ所が不足分を財政によって補助する差額方式

（差額財政撥款）となっている。また，全額が

政府の財政支出によって賄われている機構でも，

人件費のみが計上され，必要な設備や経費が計

上されていない場合もあり，日常の労働監察業

務に支障をきたしているところもある［李ほか

２００７，９］。

また，労働監察機構は，労働紛争調停委員会

や労働紛争仲裁委員会と比較して，政治権力や

企業経営者の影響から独立しているという評価

がある一方［Reutersward２００５，１９］，当事者で

ある労働監察機構は地方政府干渉が依然として

残っている地域があることを指摘している［四

川省労働和社会保障庁労働監察処２００６，１９７］。

２．罰則適用の混乱

２００４年に労働保障監察条例が制定され，既存

の法令の一部は条例の実施規則である「労働保

障監察条例の実施に関する若干の規定」の中で

明示的に廃止されたが（注４５），労働法の実施のた

めにそれ以前に制定された規則のいくつかは調

整がはかられないままとなっており，適用上の

混乱を引き起こしている［黎２００７，３９９―４００］。

例えば，労働保障監察条例第２６条は，労働者
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への賃金・報酬の未払い，最低賃金基準を下回

る賃金の支払い，労働契約解除に対する経済補

償の未払いなどの違法行為があった場合，労働

保障行政部門が期限を定めて支払うよう求める

是正命令を出し，期限内に履行しない場合は支

払うべき金額の５０パーセント以上１００パーセン

ト以下を基準に賠償金を加算して労働者に支払

うよう命じることができるとしている。これに

対して，１９９４年に制定された「『中華人民共和

国労働法』違反に関する行政処罰規則」第６条

は同様の侵害行為に対して，労働者に支払うべ

き賃金・報酬，経済補償に加え，支払うべき金

額の１ないし５倍の賠償金を労働者に支払うよ

う命じることができるとしている。

この場合，法の段階に照らすと条例は規則よ

りも上位にあるので，労働保障行政部門が命令

を出し，期限内に履行しない場合は支払うべき

金額の５０パーセント以上１００パーセント以下の

賠償金を加算して労働者に支払うよう命じるこ

とができると解釈することができる。実際，そ

の後，２００７年６月に制定された「労働契約

法」（注４６）では同様の侵害行為に対して，労働保

障行政部門は期限を定めて労働報酬，時間外労

働賃金，経済補償および最低賃金基準を下回る

賃金の差額の支給を命じ，期限を過ぎても支払

わない場合は支払うべき金額の５０パーセント以

上１００パーセント以下の賠償金を加算すると規

定された（第８５条）。

ただし，「労働契約の違反および解除の際の

経済補償規則」（注４７）では，労働報酬および時間

外労働賃金の未払い分（第３条），最低賃金基

準を下回る賃金の差額分（第４条）については，

支払うべき金額の２５パーセントの経済補償金を

支払うものとしている。同規則は，労働契約の

違反および解除の際の労働者に対する経済補償

基準を規範化するために制定されたものであり

（第１条），必ずしも労働保障行政部門による

行政処分に限定されない。したがって，ここで

はなお，行政処分による場合は５０パーセント以

上１００パーセント以下の加算，それ以外の当事

者の民事による請求の場合は２５パーセントの加

算という２つの基準が残されていることになる。

そして，これが原因で前述の不作為を否認した

事例のように行政処分による解決を敢えて望む

ケースも生じることになる。

３．労働監察の効果

労働保障監察条例は，雇用単位が労働保障行

政部門の是正命令に全く従わないか，または行

政処分の決定の履行を拒否した場合，労働保障

行政部門は是正を命じ，かつ２０００元以上２万元

以下の罰金を科すことができると規定している

（第３０条）。従来，中国の法学界では，当事者

が行政処分の決定の履行を拒否した場合の措置

について２つの説が存在してきた［沈２００５，

１００］。ひとつは，是正命令の不履行に対しては

行政処罰のみを科すことが可能であって強制執

行は不可能であり，行政処分の決定の不履行に

対しては強制執行を申請することが可能であっ

て，その場合は行政処罰を科すことができない

という説である。もうひとつは，是正命令の不

履行であっても，行政処分の決定の不履行であ

っても，いずれも強制執行ができ，かつ行政処

罰を科すこともできるという説である。

これに関連して最高人民法院は，労働保障行

政部門が出した行政処分の決定および行政処罰

の決定のいずれも人民法院に対して強制執行を

申請することができるとした（注４８）。ただし，前

述のとおり労働監察において期限を定めて出さ
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れた是正命令は，強制執行を申請することがで

きる具体的行政行為には該当しないとされてい

る。したがって，労働監察機構は是正命令の不

履行については強制執行を求めることができな

いものの，雇用単位が是正命令に従わない場合

は行政処罰を科すことができる。また，行政処

分の決定の不履行については，行政処罰を科す

と同時に行政処分の内容につき人民法院に強制

執行を申請することができる（条例第３０条）。

しかし，そもそも労働保障監察条例は規則か

ら条例へと格上げされたとはいえ，法の階層か

らすると法律の下に位置するため，有効な強制

手段をとることが困難であるとの批判が存在す

る［李ほか２００７，９］。例えば，重大な賃金不払

い事件に対しても，労働監察機構は違法な行為

を行っている雇用単位の財産の差し押さえや押

収などができず，労働者の権利侵害に対する迅

速な救済ができない状況にある。同様に２万元

という罰金の額も違法行為をする雇用単位を萎

縮させるには十分でなく，全体的に処罰が軽い

ために労働監察の効果に疑問がもたれている。

労働監察による労働紛争解決の特色は，労働関

係法令の違反についての監督権限が後ろ盾とな

ることによって促進されるところにあるので

［西村１９９２，７３］，労働監察の実効性確保は大

きな課題である。

お わ り に

労働監察制度はその主体的な取り締まりと労

働者からの申告による監督・検査によって労働

紛争を未然に防止しまたは解決する役割を果た

すことが期待される。特に弱い立場にある中国

の農村出身労働者からは政府関与の強化が望ま

れており，企業と直接対峙することができない

弱い立場にある労働者の権利保護の手段として

労働監察制度の重要性が増している。そうした

なか中国は上述のとおり２００４年に労働保障監察

条例を制定し，労働監察制度の強化を試みてき

た。

実際，労働監察機構の実績をみると調査立案

した件数は労働紛争仲裁委員会が受理した件数

を上まわっており着実に伸びている。調査立案

に先立つ過程で非公式に調整されたであろう労

働問題を含めると，労働監察制度が労働紛争の

予防・解決に関して一定の役割を果たしてきた

と考えられる。特に中国では労働者による告訴

に対して労働監察機構は基本的に調査を開始す

る義務があると認められるので，労働監察制度

は労働者が自身の権利救済を求めるための重要

なルートとなっている。このことは中国で調査

立案された案件のうち半数以上が労働者からの

告発を契機としている事実からもわかる。調査

立案された違法行為は，賃金の未払いや遅延，

労働契約の解除，社会保険料の納付にかかわる

ものが７割を占め，労働紛争仲裁委員会が受理

した案件の主要な紛争原因と重なっている。た

だし，労働監察による調査立案の増加にもかか

わらず，労働紛争仲裁委員会の受理件数も一貫

して増加しており，労働保障監察条例による制

度の強化は必ずしも労働紛争仲裁委員会への紛

争提起の緩和にはつながっていない。

また，労働監察機構の整備は行政区画に対応

して県レベル以上の各級人民政府の責任にあり，

地方の政策や経済状態により全国的斉一性を確

保することが困難となっている。特に，地方に

よっては人員・予算が不足し，労働監察機構そ

のものに与えられた監督権限が十分でないため，
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労働監察の実効性確保が課題として浮かび上が

っている。一般にこうした労働行政は労使の緊

張関係を反映しながら形成されるものであるが，

中国の場合は労働者の声が反映される仕組みが

整っていないため，労働監察の実効性確保は労

働者保護のための政府のコミットメントにかか

っているといえよう。

（注１） 「労働監察規定」（１９９３年８月４日公布・

施行）。

（注２） 国が社会公共目的のため，国家機関また

は国有資産を利用してその他の組織により設立させ

た教育，科学，文化，衛生等の事業に従事する社会

サービス組織（事業単位登記管理暫行条例第２条）。

（注３） 「労働法」（１９９４年７月５日全人代常務委

員会公布，１９９５年１月１日施行）。

（注４） 雇用単位とは，企業および自営業（個人

経済組織）を指す（労働法第２条）。

（注５） 「労働保障監察条例」（国務院令第４２３号，

２００４年１１月１日公布，同年１２月１日施行）。

（注６） 「中共中央関於構建社会主義和諧社会若

干重大問題的決定」（２００６年１０月１１日中国共産党第１６

期中央委員会第６回全体会議採択）。

（注７） 農村出身労働者（農民工）にとっては調

停・仲裁・訴訟による紛争解決は個人への負担が大

きいため，農民工の多くは政府部門による法律の執

行・監督の強化を希望している［蒋ほか２００６，１７６］。

（注８） 国務院はまた１９９８年の「労働社会保障部

の職能配置・内設機構および人員編成規定を印刷・

発布することに関する通知」のなかで，労働保障行

政部門が労働社会保障関係の法律・法規の執行状況

を監督・検査することは，法律に基づいて国家の労

働監督権限を行使するものであることを改めて明示

した（国務院�公庁「関於印発労働和社会保障部職

能配置内設機構和人員編制規定的通知」国�発［１９９８］

５０号）。なお，本稿では歴史を述べている本節に限り

１９９８年の機構改革前の組織について労働行政部門を

用い，それ以外については現行の呼称に合わせ労働

保障行政部門と表記する。

（注９） 「関於実施『労働保障監察条例』若干規

定」（労働和社会保障部令第２５号，２００４年１２月３１日公

布，２００５年２月１日施行）。

（注１０） 最低就業年齢は原則満１６歳以上である。

児童労働者は満１６歳未満の労働者を指し，未成年労

働者は満１６歳以上満１８歳未満の労働者を指す。

（注１１） 中国公民が自主的に組織し，定款に基づ

いて会員の共同意志実現のために活動する非営利の

社会組織（社会団体登記管理条例第２条）。

（注１２） ただし，違法営業の取り締まりについて

は権限がないので，工商行政部門に通報し，取り締

まりを要請することができるにとどまる（条例第３３

条）。

（注１３） 「労働監察員管理�法」（労働部，１９９４年

１１月１４日公布，１９９５年１月１日施行）。

（注１４） 労働監察時に提出しなければならない書

類は次のとおりである。◯１労働契約書および労働契

約の付属文書ならびに労働関係台帳，◯２招聘従業員

の関連資料，◯３労働状況表，◯４労働賃金総額統計資

料，◯５賃金統計台帳および賃金支払表，◯６養老，失

業，地方大病統一制度など関連社会保険納付の証書，

◯７外国人，香港・マカオ・台湾人員の就業審査表，

◯８雇用単位が制定した就業管理規則制度，◯９労働監

察機構が必要とするその他の関連資料である［黎

２００７，３９８―３９９］。

（注１５） 「公民・法人あるいはその他の組織が具

体的行政行為に対して，法定期限以内に訴訟を提起

せずまたは履行しない場合，行政機関は人民法院に

強制執行を申請しあるいは法に基づき強制執行する

ことができる」（行政訴訟法第６６条）。

（注１６） 関於転発「最高人民法院�公庁関於対＜

関於請解決労働監察決定強制執行問題的函＞的答復」

的通知［最高人民法院�公庁の＜労働監察決定の強

制執行問題の解決依頼に関する文書＞の回答を転送

することについての通知］（労社庁発［１９９８］７号）。

本指令書は日本の是正勧告書に相当する。

（注１７） 最高人民法院�公庁関於対＜関於請解決

労働監察決定強制執行問題的函＞的答復［最高人民

法院�公庁＜労働監察決定の強制執行問題の解決依

頼に関する文書＞の回答］（法�［１９９８］６９号）。

（注１８） 注１６参照。
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（注１９） ただし，江蘇省など一部の省で指令書の

交付を行政処分および行政処罰の前置手続と定めて

いるところもある［江蘇労働保障網ウェブサイト］。

（注２０） 生産の停止および違法状態の改善。

（注２１） ただし，労働監察機構が許認可を所管す

る職業紹介機構，職業技能訓練機構，職業技能審査

評定機構の許可証を取り上げる権限は有する（条例

第２８条）。

（注２２） 「違反＜中華人民共和国労働法＞行政処

罰�法」（労働部１９９４年１２月２６日公布，１９９５年１月１

日施行）。

（注２３） 勤続年数１年あたり１カ月分の賃金を最

大１２カ月分支給する。２００８年１月１日施行の労働契

約法では，労働契約満了時の契約不更新を含め，企

業側の事由により労働契約を解除することになった

場合に原則として支給されなければならない（労働

契約法第４６条）。

（注２４） ただし，中国の労働監察機構には日本の

労働基準監督官のような司法警察としての権限はな

いので，刑事責任の追及は主として公安部門による。

（注２５） 日本では不当労働行為として労働委員会

に救済申し立てをする下記のような雇用単位の労働

組合法違反の行為についても，中国では労働監察業

務の一環として労働保障行政部門が是正を命じるも

のとされる（条例第２９条）。すなわち，◯１労働者が法

に基づいて労働組合に参加または組織することを妨

害し，または上級の労働組合が労働者に労働組合の

設立を支援・指導することを妨害した場合，◯２正当

な理由がなく法に基づいて職責を履行した労働組合

の職員の職場を異動させ，攻撃・報復した場合，◯３

労働者が労働組合活動に参加したことを理由に労働

契約を解除させられた場合，および◯４労働組合の職

員が法に基づいて職責を履行したことを理由に労働

契約を解除させられた場合，である。

（注２６） 年度検査は通常上半期に実施され，各雇

用単位は労働監察機構が配布する様式に従って当該

雇用単位の状況を報告する資料を作成し，労働監察

機構はそれを労働保障関係の法律・法規に照らして

合否の検査を行うものである［黎２００７，３９０］。年度

検査の重点は，就業規則などの労働管理規則制度の

制定，労働契約の締結および履行，最低賃金，賃金

の支払い，勤務時間および休憩・休暇ならびに社会

保険規定の遵守状況にある。

（注２７） 調査開始決定の手続き。

（注２８） 企業が労働者を雇用する前提条件として

要求する将来発生しうる損害賠償金や違約金などの

預託金。「労働部関於貫徹執行＜中華人民共和国労働

法＞若干問題的意見」（１９９５年８月４日労働部）第２４

項でいかなる形式の予約金，保証金，担保金の要求

も禁止している。

（注２９） 労働紛争の要因を数量的に分析したもの

として伊藤（１９９９）がある。

（注３０） 「労働争議調解仲裁法」（全人代常務委員

会２００７年１２月２９日採択，２００８年５月１日施行）。２００８

年５月１日施行までは，１９９３年に国務院が公布した

企業労働紛争処理条例が根拠法であった。

（注３１） 労働法第７９条は労働紛争調停委員会のみ

を規定していたが，新法である労働紛争調停仲裁法

第１０条は企業労働紛争調停委員会のほか，基層人民

調停組織ならびに郷・鎮・街道が設立する労働紛争

調停機能を有する組織に範囲を広げた。なお，労働

紛争調停委員会は，従業員代表，使用者代表および

労働組合代表の協議の下，企業等が事業所内に任意

に設置することができる機構であり，前述の三者に

よって構成される。事務局は労働組合の中に設置さ

れ，主任は一般に労働組合代表が担当する（労働法

第８０条）。２００５年末現在，全国に２３万５４２の委員会が

設置され［国家統計局人口和就業統計司ほか２００６，

５７２］，労働組合のある企業等の約２割に設置されて

いる［国家統計局人口和就業統計司ほか２００６，５６５］。

（注３２） 企業内の労働紛争調停委員会の設置が任

意で，調停の実施も両当事者の合意を基本とするの

に対して，労働紛争仲裁委員会は各級人民政府が行

政区画に応じて設置するものであり，労働仲裁は一

方当事者の提起によって開始される。労働紛争仲裁

委員会は，労働保障行政部門の代表，労働組合の代

表，事業者の代表の三者で構成され，事務機構は労

働保障行政部門が請け負い，主任は労働保障行政部

門の代表が担当する。

（注３３） ただし，労働部，中華全国総工会と国家

経済貿易委員会は共同で，労働法の規定を越えて，「条

件がある地方は当事者が仲裁委員会または人民法院
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を選択して労働紛争を処理する「裁審分軌」処理体

制を試行することができる」との通知を出している

（「労働部、全国総工会、経貿委関於進一歩完善労働

争議仲裁三方機制的通知」１９９６年３月１８日）。

（注３４） 仲裁法第７７条「労働紛争および農業集団

経済組織内部の農業請負契約紛争の仲裁は別に規定

する」。

（注３５） なお，中国は「社会安定」を維持する名

目で原則としてストライキを認めていない。１９７５年

憲法は公民の基本的権利として 「ストライキの自由」

（第２８条）を規定していたが，８２年憲法ではその規

定が削除されている。一方，１９８２年「企業職員労働

者賞罰条例」はストライキ行為を行った従業員に対

する行政処分や経済的処罰を規定し，企業労働紛争

処理条例も矛盾を激化させる行為を禁止する規定を

設け，ストライキを含め，過激な行為を認めない立

場が示されている［馬２０００，５８―５９］。

（注３６） 統計公表開始の１９９２年のみ結審数である。

１９９３年以降は受理件数である。

（注３７） 当初１９９２年から９５年までは労働契約制労

働者と固定工制労働者を別々に分けて統計を発表し

ていたが，労働契約制への移行にともない９７年以降

はひとつにまとめられた。従来，労働契約制労働者

の労働紛争の原因は，◯１労働契約の履行，◯２労働契

約の終了，◯３労働契約の変更，◯４労働契約の解除，

◯５労働契約の更新，◯６その他に分類され，固定工制

労働者は，◯１「開除」「除名」，◯２「辞職」「辞退」，

◯３労働報酬，◯４保険・福利，◯５労働条件，◯６その他

に分類されていた。

（注３８） 都市に設立された労働者の集団所有によ

る企業で，社会主義公有制経済のひとつ（民法通則

第７４条，城鎮集体所有制企業条例第３条）。

（注３９）１９２３年「労働者保護を目的とする法令及

び規則の実施を確保する為の監督制度の組織につい

ての一般原則に関する勧告」（ILO第２０号勧告），４７年

「工業及び商業における労働監督に関する条約」（ILO

第８１号条約）など。

（注４０） 最高人民法院＜関於審理労働争議案件適

用法律若干問題的解釈（二）＞（法釈［２００６］６号）。

（注４１） 東京高判昭５３・７・１８判時９００号。

（注４２） 「湯晋訴当�県労働局不履行保護人身権、

財産権法定職責案」（１９９６年４月２３日，当�県人民法

院）［杜２００６，４１９―４２５］。

（注４３） 区労働紛争調停委員会と告訴が移送され

た区労働保障分局の担当部門は同一組織であり［劉

２００６，１２］，まずは職責に基づいた調停作業が行われ

た。しかし，和解が困難と判断された結果，労働紛

争解決の次のステップである労働紛争仲裁委員会へ

の申し立てが勧告された。勧告された申し立ての訴

訟物は，◯１賃金・残業代の最低賃金との差額および

それに対する最低賃金経済補償金の補�，ならびに

◯２労働契約解除の経済補償金，契約違反によって生

じた損失の賠償金ならびに違約金の支払いの両方を

含み，いずれも労働仲裁の射程にある。ただし，◯１

の金額の計算方法については民事事件と行政処分に

おける基準に違いがある（詳細は後述）。その後，区

労働保障分局は，労働法規違反にかかわる◯１の部分

については労働監察による処分によって解決をはか

ったものの，労働法規違反にかかわらない◯２の部分

については民事の事件として当事者主義による紛争

解決を求めた。したがって，行政裁決方式（労働紛

争仲裁）での解決を命じられた訴訟物は◯２の部分の

みである。

（注４４）２００４年の労働保障監察条例制定前の１９９３

年の労働監察規定は労働者個人も監察の対象として

いたため労働者も「労働保障監察指令書」の名宛人

となった。この場合の行政裁決方式は労働紛争仲裁

委員会への申し立てを意味すると思われる。

（注４５） 廃止されたのは，「労働監察規定」（労部

発［１９９３］１６７号），「労働監察手続規定」（労部発［１９９５］

４５７号），「違法労働行為の告発処理に関する規定」（処

理挙報労働違法行為規定）（労働部令第５号，１９９６年

１２月１７日）である。

（注４６）「労働合同法」（２００７年６月２９日公布，２００８

年１月１日施行）。

（注４７） 「違反和解除労働合同的経済補償�法」

（１９９４年１２月３日公布，１９９５年１月１日施行）。

（注４８） 注１７参照。
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程序規則第２８条］

http : //www.js. lss.gov.cn/ldbzjc/zcfg/200608/t

20060802_4439.htm（２００８年８月２１日アクセス）．

（アジア経済研究所開発研究センター，２００８年２

月２１日受付，２００８年１０月３日レフェリーの審査を

経て掲載決定）
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